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１．事業所の概要

※上記以外の方でもご相談ください。　

２．通所介護の目的及び運営方針

＜事業の目的＞

　　　事業所の生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員（以下「従業者」とい

　　う）が、要介護者に対し、適切な通所介護を提供することを目的とします。

＜運営の方針＞

　　　通所介護の実施にあたっては、利用者の意思および人格を尊重して、常に利用者の

　　立場にたったサービスの提供に努めます。また、利用者のもっている能力に応じた、

　　自立した生活が出来るよう援助いたします。当法人の持つ様々な機能を生かして、

　　利用者の生活を援助します。

　　　また、当事業所の職員を対象とした研修会、学習会等を実施し、サービスの向上に

　　努めます。

代　表　者　名 　　　駒井　太一

電　話　番　号

事　業　所　名 　　　デイサービスセンター　クレイン東邦

所　　在　　地 　　　群馬県みどり市笠懸町阿左美３２７６－５

　　　０２７７－４６－９９９７

事業所指定番号 　　　群馬県　１０７１２００５５２　号

サービス提供する
種類・実施地域

　    通所介護

　　　みどり市　・　桐生市　・　太田市薮塚町周辺
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３．職員体制 令和７年１０月１日　現在

４．利用定員・営業時間

５．設備概要

６．サービス内容

　　サービス開始前に利用者の方やご家族、介護支援専門員等とよく話し合い内容を決定

　します。「ケアの三原則（自己決定・能力の活用・生活の持続性）」を守り、利用者の

　自立した生活に向け援助します。

資　格 常　勤 非常勤 計

管　理　者 介護福祉士 １名（兼務） １名

生活相談員 介護福祉士 １名（兼務） ５名（兼務） ６名

　１４名（兼務）

機能訓練指導員 １名（兼務） ２名１名（兼務）看護師

１名（兼務）

通所介護

利 用 定 員 ２５名

看 護 職 員 看護師 ２名１名（兼務）

ヘルパー

休　業　日 日曜、１／１

介 護 職 員

介護福祉士 １名（兼務） 　６名（兼務）

２４名

認知症介護基礎研修 　３名（兼務）

営 業 時 間
午前８時４５分～午後５時１５分

（活動は午前９時１５分～午後４時３０分）

食堂及び機能訓練室 ７５．５６㎡ 相談室 １室

浴　　室
　介助浴と機械浴が 静養ベッド ４床

　あります。 送迎車 １台
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７．サービスの利用方法

　（１）サービスの利用開始

　　　まず、お電話等でお申し込みください。職員がお伺いします。サービス提供が決ま

　　りましたら、契約を結び、通所介護計画を作成して、サービスの提供を開始します。

　　すでに契約している介護支援専門員がおられる場合は、当事業所と契約する前に介

　　護支援専門員とご相談ください。

　（２）サービスの終了

　　　①利用者のご都合でサービスを終了する場合

　　　　サービスを終了する日の１週間前までに文書でお申し出ください。

　　　②自動終了

　　　　以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了します。

　　・利用者が介護保険施設に入所した場合。但し、１年以内に利用者が介護保険施設を

　　　退所し再び居宅において日常生活を営む状況になった場合は、利用者と事業所の双

　　　方の合意により契約の継続が出来るものとします。

　　・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が、非該当となった

　　　場合。但し、１年以内に利用者が再び要介護認定となった場合は、利用者と事業所

　　　の合意により契約の継続が出来るものとします。

　　・利用者がお亡くなりになった場合。

　　・当センターが正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、

　　　利用者やご家族などに対して社会通念の逸脱する行為を行った場合、またはやむを

　　　得ない事情により、当センターを閉鎖または縮小する場合、利用者は文書で解約を

　　　通知することによって即座にサービスを終了することができます。

送　 　迎
送迎を必要とする利用者に対し、送迎サービス、移動等を行いま
す。実施地域を超える利用者はご相談ください。

食　 　事
口腔機能に合わせた食事形態で提供いたします。治療食はご相談
ください。

入　 　浴 利用者の状態に合わせ介助浴、機械浴等を提供します。

排　 　泄
利用者の状態に合わせてトイレ介助、オムツ交換等の援助を行い
ます。

機 能 訓 練
機能訓練指導員等が個別機能訓練計画を作成し、それに基づき日
常生活を営むのに必要な機能の低下を防ぐためのサービスを提供
します。

口腔機能向上
看護師等が口腔機能向上計画を作成し、それに基づきサービスを
提供します。

趣 味 活 動 利用者の希望に添って諸活動を行います。

生 活 相 談
利用者及びその家族の日常生活における介護、環境整備、手続き
等に関する相談、助言を行います。
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　　・利用者が、サービス料金の支払を１ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したに

もかかわらず１５日以内に支払わない場合、また利用者やご家族などが当センター

や当センターのサービス職員に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った

場合は、文書で通知することにより、即座に契約を終了させていただく場合がござ

います。

８．サービス利用に当たっての留意事項

　①　送迎時間につきましては、あらかじめ利用者の方と相談し連絡いたします。行事等

　　　を実施する時は通常の送迎時間と異なる場合がありますのでご注意ください。

　②　食事のみのキャンセルはあらかじめご相談ください。

　③　ケアプラン等に基づいた時間でのご利用になりますが、変更を希望される方は、ご

　　　相談ください。

９．秘密の保持と個人情報の保護について

　（１）利用者及びその家族に関する秘密の保持について

    　①事業者は利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労

    　　働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのた

 　　　 めのガイドライン」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。

　  　②事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という）は、サービス提供をす

 　 　　る上で知り得た利用者及びその家族の情報を正当な理由なく、第三者に漏らしま

 　　　 せん。また、この秘密を保持する義務はサービス提供契約が終了した後において

 　　　 も継続します。

 　 　③事業者は、従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、

  　　　従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持すべき

 　 　　旨を、従業者と雇用契約の内容とします。

　（２）個人情報保護法について

 　 　①事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議におい

 　 　　て、利用者の個人情報及び利用者の家族の個人情報を用いません。

 　 　②事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物（紙媒体の他、

 　 　　電子的記録を含む）については、管理者が責任をもって管理し、また処分に際し

 　 　　て第三者への漏洩を防止するものとします。

　　　③事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示するこ

　　　　ととし、開示の結果、情報の訂正、追加、削除を求められた場合は、遅滞なく調

　　　　査を行い、利用目的の達成に必要な範囲で訂正等行うものとします。

　　　　（開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。）
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１０．緊急時の対応方法

　　サービスの提供中に容体の変化があった場合は、事前の打ち合わせにより、ご家族、

　主治医、救急機関、居宅介護支援事業者へ連絡いたします。

【緊急時連絡先】

【主治医連絡先】

【居宅介護支援事業所】

１１．暴力への対応

　　　利用者とともにサービス提供者の人権を守る観点から、暴力等があった場合は、サービ

　　スを中止する場合があります。

１２．非常災害対策

　（１）防災時には消防計画に基づき、速やかに消火活動に努めるとともに、避難・誘導

　　　　にあたります。

　（２）防火管理者を選任するとともに、消火設備、非常放送設備、自動火災報知機、誘

　　　　導灯、防火シャッター等必要な設備を良好に保ちます。

　（３）消防法に基づき、消防計画等の防災計画を立て、職員及び利用者が参加する消火・

　　　　通報・避難訓練を年間計画で実施します。

氏　　　　名

住　　　　所

電　話　番　号

続　　　　柄

担　当　者　名

電  話  番  号

医 療 機 関 名

電  話  番  号

事　業　者　名
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１３．サービス内容に関する苦情

（１）当事業所の相談窓口・苦情窓口

　　　当事業所の通所介護に関するご相談・苦情または、提供しているサービスの内容に

　　関してのお問い合わせは、下記の相談窓口にて承ります。

デイサービスセンター　クレイン東邦

電　　話 　　０２７７－４６－９９９７

Ｆ Ａ Ｘ 　　０２７７－４６－９８０１

担　　当 　　篠塚　美雪

受付時間 　　午前８：４５～午後５：１５（月曜～土曜）

（２）その他の窓口

　　　当事業所以外に、市町村の相談・苦情窓口に苦情を伝えることが出来ます。

TEL　０２７７－７６－０９７４

FAX　０２７７－７６－９０４８

TEL　０２７７－４６－１１１１

FAX　０２７７－４５－２９４０

TEL　０２７６－４７－１８５６

FAX　０２７６－４７－１８８９

TEL　０２７－２９０－１３２３

FAX　０２７－２５５－５０７７

１４．法人の概要

　医療法人社団三思医光会

　理事長　　駒井　太一

　群馬県みどり市笠懸町阿左美１１５５番地

　０２７７－７６－６３１１

　昭和５１年　１月１２日

令和７年１０月１日現在

電　話　番　号

みどり市 介護高齢課

桐生市 健康長寿課 長寿支援係

太田市 介護サービス課

法　人　設　立

公共団体の窓口
群馬県国民健康保険団体連合会

苦情・相談窓口

名　　　　　称

代　  表  　者

法人本部所在地
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  基本料金
３時間以上４時間未満

１割負担 ２割負担 ３割負担

３７０ 単位

４２３ 単位

４７９ 単位

５３３ 単位

５８８ 単位

４時間以上５時間未満

１割負担 ２割負担 ３割負担

３８８ 単位

４４４ 単位

５０２ 単位

５６０ 単位

６１７ 単位

５時間以上６時間未満

１割負担 ２割負担 ３割負担

５７０ 単位

６７３ 単位

７７７ 単位

８８０ 単位

９８４ 単位

６時間以上７時間未満

１割負担 ２割負担 ３割負担

５８４ 単位

６８９ 単位

７９６ 単位

９０１ 単位

１，００８ 単位

７時間以上８時間未満

１割負担 ２割負担 ３割負担

６５８ 単位

７７７ 単位

９００ 単位

１，０２３ 単位

１，１４８ 単位要介護５

要介護４

要介護５

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護４

要介護５

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

要介護１

要介護２

要介護３

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

要介護１

要介護２

要介護３

 【通所介護　料金表】

７４０円３７０円

４２３円

４７９円

５３３円

５８８円

３８８円

９５８円

１，０６６円

１，１７６円

１，１１０円

１，２６９円

１，４３７円

１，５９９円

１，７６４円

８４６円

７７６円 １，１６４円

４４４円 ８８８円 １，３３２円

５０２円 １，００４円 １，５０６円

５６０円 １，１２０円 　１，６８０円

６１７円 １，２３４円 １，８５１円

５７０円 １，１４０円 １，７１０円

６７３円 １，３４６円 ２，０１９円

７７７円 １，５５４円 ２，３３１円

８８０円 １，７６０円 ２，６４０円

９８４円 １，９６８円 ２，９５２円

５８４円 １，１６８円 １，７５２円

６８９円 １，３７８円 ２，０６７円

７９６円 １，５９２円 ２，３８８円

９０１円 １，８０２円 ２，７０３円

１，００８円 ２，０１６円 ３，０２４円

６５８円 １，３１６円 １，９７４円

７７７円 １，５５４円 ２，３３１円

３，４４４円

９００円 １，８００円 ２，７００円

１，０２３円 ２，０４６円 ３，０６９円

１，１４８円 ２，２９６円
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  加算料金

① 上記金額は介護保険負担割合１割分の表記となっています。

各利用者様の負担割合に応じた自己負担分となります。

② 本利用料はサービス提供時間を原則午前９時１５分から午後４時３０分と

なりますが、添乗を要しない送迎であれば午後1時までの利用や１時から

の利用も可能です。

③ 送迎にかかる料金は、基本料金に含まれます。

(実施地域以外の場合、別途料金がかかります。)

④ 行事参加費、おむつ代、活動材料費は自己負担となります。

（１割負担）

２００円／回

２０円／回

５円／回

１５０円／回

１６０円／回

４０円／月

７６円／日

２０円／日

　３０円／日

　６０円／日

　６０円／日

　６０円／日

５／回

１５０／回

１６０／回

４０／月

利用者負担額

　４０円／日

　４５円／日

１００円／月

２００円／月

５６円／日

７６／日

２０／月

３０／日

６０／日

６０／日

６０／日

単位数

４０／日

４５／日

１００／月

２００／月

５６／日

加　算　項　目

　生活機能向上連携加算（Ⅰ）

加　算　項　目 単位数

　サービス提供体制強化加算
（Ⅰ）　２２／日 （Ⅱ）　１８／日

（Ⅲ）　６／日

　介護職員等処遇改善加算
（介護保険利用額に右の割合を乗じて算出）

（Ⅰ）　９.２％ （Ⅱ）　９.０％

（Ⅲ）　８.０％ （Ⅳ）　６.４％

　生活機能向上連携加算（Ⅱ）

　個別機能訓練加算（Ⅰ）イ

　口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）

　個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ

　入浴介助加算（Ⅰ）

　中重度ケア体制加算

　認知症加算

　若年性認知症利用者受入加算

５０円／回

　口腔機能向上加算（Ⅱ）

　科学的介護推進体制加算

　口腔機能向上加算（Ⅰ）

　個別機能訓練加算（Ⅱ）

　ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ）

　ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ）

　栄養アセスメント加算

　栄養改善加算

　口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）

５０／回

２００／回

２０／回

備　考
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  減算料金

  その他費用

　 キャンセル料

　　ご利用日の前日午後５時までにご連絡いただいた場合

　　もしくは、何らかの理由で事前連絡が困難な場合

　　上記以外の場合

なお、利用者が入院等特別な状態になった場合は、当日のキャンセルであっても料金の請求

は致しません。

介護保険利用額の△１％

　　　　　　※クレイン入居者（事業所と同一建物に居住する者）に対して通所介護を行った際は

昼食代
（おやつ代込み）

昼食代 ６２６円／回

送迎にかかる交通費

　みどり市、桐生市、太田市藪塚町周辺は不要。

　その他の地域（通常の実施地域を越えてから）

　片道１０ｋｍまでは、３００円

　片道１０ｋｍ以上は、５００円

高齢者虐待防止措置未実施減算

利用者の都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料をいだだく場合があります。

無　料

２，０００円

介護保険利用額の△１％

　　　　　　　　９４単位/日減算となる。

 業務継続計画未策定減算
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　　通所介護の提供にあたり、利用者に対して契約書および契約書および本書面に基づいて重要

　な事項を説明しました。

　令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

　　私は、本書面を受領し、これに基づき事業者から通所介護についての重要事項の説明を受け、

　これらを充分に理解した上で同意します。

　　また、このたび、通所介護を利用するにあたり、利用者及びその家族の個人情報をサービス担

　当者会議等で、用いることに同意します。

　（家族代表）　 住　所

　氏　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

同意書

　代表者 　　　理　事　長　　駒　井　　太　一　　　　　　

　事業者 　住　所 　　　群馬県みどり市笠懸町阿左美1155

　名　称 　　　デイサービスセンター　クレイン東邦

　説明者

　利用者 　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　氏　名

　事業者 　住　所 　　　群馬県みどり市笠懸町阿左美3276-5

　　　医療法人社団　三思医光会

　氏　名

　名　称
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